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市川市条例第  号 

市川市介護保険条例の一部を改正する条例 

市川市介護保険条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同条第１号中「３１,３２０円」を「３０,１６８円」に改め、

同条第２号中「４１,７６０円」を「３９,８４０円」に改め、同条第３号中   

「４５,２４０円」を「４３,９３２円」に改め、同条第４号中「５５,６８０円」

を「５９,５２０円」に改め、同条第５号中「６９,６００円」を「７４,４００

円」に改め、同条第６号中「７６,５６０円」を「８１,８４０円」に改め、同

号ア中「、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給

与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額につ

いては、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第

２項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た

額（その額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとし」を削り、同

号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第

１９号イ」に改め、同条第７号中「８７,０００円」を「９３,０００円」に改

め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ



 

又 は 第 １ ９ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 ８ 号 中 「 １ ０ ４ , ４ ０ ０ 円 」 を       

「１１１,６００円」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、

第 １ ７ 号 イ 、 第 １ ８ 号 イ 又 は 第 １ ９ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 号 中       

「１１４,８４０円」を「１２２,７６０円」に改め、同号イ中「又は第１６号

イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同

条第１０号中「１２５,２８０円」を「１４１,３６０円」に改め、同号イ中「又

は第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」

に改め、同条第１１号中「１３９,２００円」を「１５６,２４０円」に改め、

同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は

第１９号イ」に改め、同条第１２号中「１４６,１６０円」を「１６３,６８０

円」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第

１８号イ又は第１９号イ」に改め、同条第１３号中「１５６,６００円」を   

「１７８,５６０円」に改め、同号イ中「又は第１６号イ」を「、第１６号イ、

第 １ ７ 号 イ 、 第 １ ８ 号 イ 又 は 第 １ ９ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ４ 号 中      

「１６７,０４０円」を「１８９,７２０円」に改め、同号イ中「又は第１６号

イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、同

条第１５号中「１７７,４８０円」を「２００,８８０円」に改め、同号イ中「又

は次号イ」を「、次号イ、第１７号イ、第１８号イ又は第１９号イ」に改め、

同条第１６号中「１８７,９２０円」を「２１２,０４０円」に改め、同号イ中

「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１８号イ又は第１９号イ」を加え、

同条第１７号中「１９８,３６０円」を「２５６,６８０円」に改め、同号を同

条第２０号とし、同条第１６号の次に次の３号を加える。 

⒄ 次のいずれかに該当する者 ２２３,２００円 

ア 合計所得金額が１,５００万円以上２,０００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１９号



 

イに該当する者を除く。） 

⒅ 次のいずれかに該当する者 ２３４,３６０円 

ア 合計所得金額が２,０００万円以上２,５００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する

者を除く。） 

⒆ 次のいずれかに該当する者 ２４５,５２０円 

ア 合計所得金額が２,５００万円以上３,０００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第５条第３項中「若しくは第１６号イ」を「、第１６号イ、第１７号イ、第

１８号イ若しくは第１９号イ」に、「第１６号まで」を「第１９号まで」に改め

る。 

第９条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。 

 附則第２条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１７,４００円」を「１７,５２０円」

に改め、同条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に、「２４,３６０円」を「２４,９６０円」に改め、同条第３

項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「４１,７６０円」を「４３,５６０円」に改める。 

 附則第３条の見出し及び同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を

「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附 則 



 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条及び第５条並びに附則第２条及び第３条の規定は、令和６

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。 

 

  



 

理  由 

 

介護保険法に基づき令和６年度から令和８年度までの各年度の保険料率を

定めるほか、所要の改正を行う必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


